
令和6年度水質検査計画     

 

 

 

 

富士見市では、お客さまに安全でおいしい水を飲んでいただくために､定期的に水

質検査を行い､水道水の水質管理に万全を期しています｡ 

 この水質検査を「どの場所で」「どのような項目について」「どれくらいの頻度で」

行うかを記したものが水質検査計画です｡ 

安心して富士見市の水道水を利用していただけるよう、令和 6 年度水質検査計画を

作成しましたので公表します。 

 

富士見市建設部水道課 
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水質検査計画の内容  

 

 

１．水質検査計画の基本方針  

 

（１）検査場所 

水質基準が適用される浄水場・配水場の系統別末端の蛇口に加えて、浄水場の出

口及び水道用取水井（深井戸）とします。 

 

（２）検査項目 

  水道法で検査が義務付けられている水質基準項目とします。 

 

（３）検査頻度 

  下記のように定めて検査を行います。 

 

○蛇口 

水道法に基づき、色や濁り、残留効果の検査（水道法施行規則第 15 条第 1 項第 1

号）を 1 日 1 回行います。 

 また、大腸菌、一般細菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、

pH 値、味、臭気、色度、濁度等（水道法施行規則第 15 条第 1 項第 2 号）の検査は月

1 回行います。 

 その他の水質基準項目の検査については、年 4 回行います｡ 

 

○浄水場 

色や濁り、味、臭の検査を 1 日 1 回行い、残留塩素の検査は 1 日 3 回行います。また、

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を月 1 回行い、ペルフルオロオクタンスルホン酸

（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）の検査を年 1 回行います。 

 

○水道用取水井 

本市の水源である市内の水道用取水井では、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を

月 1 回行います。また、水質基準項目に準じた項目（消毒副生物質を除く）の検査を

年１回行います。 

 ダイオキシン類の検査についても年 1 回行います。令和 6 年度は、令和 5 年度と同

様にクリプトスポリジウム等の対策として、3 ヶ月に 1 回、クリプトスポリジウム指

標２菌種（大腸菌及び嫌気性芽胞菌※１）の検査を行います。 

 

※1 大腸菌及び嫌気性芽胞菌：糞便による汚染の指標 
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２．水道事業の概要  

 

本市の水道水は、埼玉県企業局の大久保浄水場で浄水処理された水道水（県水）に、

市内にある水道用取水井からの地下水を混合し配水している浄水場と県水のみを配水

している配水場があります。 

 

（１） 給水状況（令和 5 年 3 月現在） 

・給水区域：富士見市内 

・給水人口： １１２，４７３ 人 

・普及率：９９．４６ ％ 

・給水戸数：５４，５３２ 戸 

・1 日最大給水量：３４，０３０ ㎥ 

・一人 1 日最大給水量：３０３ ㍑ 

 

（２）浄水場の名称と浄水処理方法 

    

浄水場の名称 水谷浄水場 東大久保浄水場 鶴瀬西配水場 

所在地 
富士見市 

大字水子 1229 

富士見市 

大字東大久保

2955 

富士見市 

鶴瀬西 3-6-8 

原水の種類 
県水（＊） 

地下水 

県水（＊） 

地下水 
県水（＊） 

配水池の容量（㎥） ４，０００ １２，０００ ３，２００ 

浄水処理方法 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 

 

注） 県水（＊） ・・・ 埼玉県企業局から受水(購入)している水道水。利根川・荒川の表

流水を水源とし、埼玉県の施設である大久保浄水場で浄水処理

された水道水。 

 

３．水質状況と水質管理状況  

 

令和 5 年度における浄水の水質検査結果では、特に水質が悪化した兆候はなく、国

の定めた水質基準を下回っており、飲用に適しております。 

地下水にあっては、硝酸態窒素の変化を監視する状況にあるため、水谷浄水場及び

東大久保浄水場において監視を続けていくこととしています｡ 
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４．検査場所  

 

(1) 蛇口 

水の停滞など、時間による水質変化が最も起きやすいと考えられる、浄水場から遠

い末端の 3 ヶ所で検査を行います。 

 

(2) 浄水場 

浄水処理が適正に行われていることを確認するために、2 ヶ所の浄水場出口で検査

を行います。 

 

(3) 水道用取水井 

安全で良質であることを確認するために、通常使用している 7 ヶ所の取水井で検査

を行います。 

 

５．検査項目と検査頻度  

 

(1) 水質基準が適用される蛇口における水質検査項目と検査頻度 

 

①  検査項目 

法令に基づく水質検査表(1)に従い、蛇口で水質基準項目（51 項目）の水質検査を

行います。なお、法令に基づく水質検査表(2)の 1 日 1 回行う項目についても検査を

行います。水質基準項目については、令和 6 年度は令和 5 年度と同様に 51 項目と

なります。 

  

② 検査頻度 

(ｱ) 法令に基づく水質検査表(1)の項目 No.1, 2,11,38,46～51 の検査は、下記(イ)

の検査を実施する月以外に、毎月 1 回行います。 

 

(ｲ) 法令に基づく水質検査表(1)のうち、その検査結果が水質基準を十分に満足し

ている項目は、検査頻度を 1 年もしくは 3 年に 1 回まで検査頻度を緩和でき

る項目があります。しかし、水質が安全かつ良好であることを確認するため、

本市では検査頻度を減らさずに、水質基準項目のうち 1 日 1 回行う項目、及

び毎月１回行う項目を除く 41 項目の検査を行います。 

水質検査表(2)の検査は浄水場運転管理業務の受託者が行い、また法令に基づ

く水質検査表(1)の検査は、水道法第 20 条により登録された検査機関（以下「検

査機関」という。）へ委託します。 

 

(ｳ) 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、消毒の残留効果について 1 日 1 回検

査は浄水場運転管理業務の受託者が行います｡ 

 

 



 5 

(2) 本市が独自に行う水質検査項目と検査頻度 

水質検査表(1)に従い、浄水場の出口と水道用取水井で水質検査を行います。 

    

  (ｱ) 浄水場の出口にあっては、水質検査表(1)の項目 No.11（硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素）を毎月 1 回、検査機関で検査を行います。（鶴瀬西配水場は除く） 

また、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、水道水質管理上留意すべき項

目として検査（東大久保浄水場：1 日 7 回、水谷浄水場：1 日 3 回）を、浄水

場運転管理業務の受託者が行います｡ 

 

(ｲ) 水道用取水井においては、水質検査表(1)の項目 No.11（硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素）を毎月 1 回、No.21 から No.31 及び No.48 を除く基準項目を年 1 回行

います｡また、ダイオキシン類の検査を年 1 回行います。これらの検査は、検査

機関で行います｡ 

 

(ｳ) 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)の検査とと

もに、味、臭についても 1 日 1 回検査は、浄水場運転管理業務の受託者が行い

ます｡ 

 

(ｴ) 令和 6 年度については、水質基準にはあてはまらないが、水道水質中での検出

の可能性があるなど水質管理上留意すべき事項として、水質管理目標設定項目 

  の検査を、浄水場出口(浄水)と取水井(原水)をそれぞれ１箇所、年 1 回実施いた

します。 

６．水質検査委託の内容と水質検査方法  

 

  水質検査は水質基準項目（51 項目）及びダイオキシン類の検査は、水道法第 20

条第 3 項に係る厚生労働大臣の登録を受けた機関へ委託し実施します。 

ただし、色や濁り、味、臭、及び残留塩素の検査、水道水質管理上留意すべきも

のとして行う硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査については、浄水場運転管理業務

の受託者に委託し実施します。（硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、毎日の浄

水場点検時間ごとに測定し、監視を行っております） 

検査方法は、国が定めた水道水の検査方法（「水道水質基準に関する省令の規定に

基づき厚生労働大臣が定める方法」）及び簡易測定で行っています。 

 

７．臨時の水質検査  

 

水道水に臭気など著しい変化が生じるなどの異常があった場合は、臨時の水質検

査を行います。また、大久保浄水場から水質異常の連絡があった場合や、水道用取

水井の井戸水に異常が見られた場合は、直ちに取水を停止するなどの処置を行い、

必要な項目の検査を行います。 

これらの水質検査は、水質異常が終息し、蛇口の水の安全性が確認されるまで行

います。 
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８．放射性物質の結果 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故による水道水への影響を監視するため、厚生

労働省が示す方針に基づき、放射性物質（総セシウム（セシウム 134・セシウム 137），

ヨウ素 131）の測定を行います。 

 

９．水質検査の公表  

     

公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は広報、ホームページ

にて公表します｡ 

  また、お客様からのご意見や、国･県の助言・指導を検討し、次年度の水質検査計

画作成へ反映することに努めます。 

 

１０．水道施設の耐震化進捗状況について  

 

  水道施設の耐震補強工事については、平成 21年度より順次進めてまいりました。

進捗状況については以下のとおりです。 

・水谷浄水場管理棟耐震補強工事―平成 22 年 3 月完了。 

・水谷浄水場配水池耐震補強工事―平成 22 年 6 月完了。 

・水谷浄水場着水井耐震補強工事―平成 23 年 5 月完了。 

・鶴瀬西配水場耐震補強工事―平成 23 年 3 月完了。 

・東大久保浄水場旧管理棟耐震補強工事―平成 24 年 4 月完了。 

・東大久保浄水場ＰＣ配水池耐震補強工事―平成 26 年 9 月完了。 

  東大久保浄水場ＰＣ配水池耐震補強工事の完了により、水道施設の耐震化工事は

終了となりました。 

 

１１．関係者との連携  

   

水道水が原因で水質事故が発生した場合は、水道法第 20 条第 3 項に係る厚生労

働大臣の登録を受けた機関と連携して水質検査を行います。 

また、厚生労働省健康局水道課、埼玉県企業局大久保浄水場、埼玉県健康福祉部

生活衛生課との情報交換を行います。 

なお水質検査の協力要請に応じるほか、水道課で実施した水質検査結果の提出な

ど、事態改善に努めます｡ 

この検査計画に対する皆様のご意見を募集しております。皆様のご意見をお寄せ

ください。 
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１２．水道水質事故時の対応について  

 

本市では、水道において水質事故が発生した場合について、別途「水道水質事故

対応マニュアル」を策定しており、この内容に基づき緊急措置、応急給水、県水受

水通常給水の早期回復をしてまいります。また、水道水質管理水準の向上を図るこ

と、安全な水の供給を確実にする水道システムを構築することを目的とした「水安

全計画」を策定しました。 

 

１３．富士見市水道ビジョン（改訂版）について  

本市では、平成 21 年 3 月に「富士見市水道ビジョン」を策定しました。現在の

水道事業を取り巻く環境変化、計画整備量の変化に対応するために策定内容の見直

しを図り、平成 27 年度において「富士見市水道ビジョン（改訂版）」を策定しまし

た。詳しい内容については、別途ホームページでご覧ください。 

 


